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要約 
近年空き家が急速に増加し、社会問題となっている。本稿では、増加の一途をたどる空

き家のうち、特に賃貸用や売却用として利用されていないその他の空き家に着目した研究

を行う。空き家が地価に与える外部不経済や空き家の発生要因を定量的に分析し、空き家

問題の本質を捉えた解決策を見出す。そして、空き家を減らす政策を提案し、安定した住

宅市場を実現することが本稿の目的である。 

第 1 章では、空き家の定義と分類、空き家増加の推移、日本の住宅市場の特徴を述べた

後、「その他住宅」空き家が発生する流れ、「その他住宅」空き家が引き起こす外部不経

済及び、現在行われている政策について整理する。そして、これらの現状分析を踏まえて、

本稿における問題提起を行う。空き家は、売却用・賃貸用・二次的住宅・その他の 4 つに

分類され、平成 25 年時点では「その他住宅」空き家のうち約 7 割を「戸建て木造」空き

家が占めている。これら全ての空き家数が増加傾向にあり、中でも特に「その他住宅」空

き家が増加している。空き家が発生し増加する背景には、少子高齢化や単身高齢者世帯数

の増加、住宅にかかる固定資産税の 6 分の 1 減免制度が挙げられる。また、日本では新築

住宅を好む新築信仰があり、中古住宅市場が十分に活性化されていないことも空き家問題

と深く関わっている。 

「その他住宅」空き家は、防災性・防犯性の低下、風景・景観の悪化と様々な外部不経

済を引き起こす。現在、国や地方自治体は空き家対策特別措置法や空き家条例を施行し、

空き家バンク制度や住宅セーフティネット制度、長期優良住宅登録制度など多くの対策を

講じている。しかし、空き家所有者の 7 割が何も対策を取らず放置しており、空き家問題

を根本的に解決する対策が十分であるとは言い難い。 

第 2 章では、これまで行われてきた空き家が引き起こす外部不経済に関する研究と、空

き家が発生する要因について論じた先行研究について述べ、参考にした点と本稿の新規性

について述べる。「その他住宅(戸建て木造)」空き家に注目した分析は少なく、それが地

価に与える影響を分析している研究は皆無である。そして、都道府県別データを用いる研

究が多い中で、本研究では全国調査地点別データを用いているため、より現状に即した分

析結果を得られている。さらに空き家の要因分析において、既存の地域属性や都市属性の

変数に加えて、住宅市場の影響を示す変数として新築着工率と中古住宅持ち家率を用いた。

本稿には、新築と中古双方の住宅市場を考慮して分析を行ったという点で新規性がある。 

第 3 章では、誤差項の空間的自己相関を考慮した「空間エラーモデル」による、ヘドニ

ック・アプローチに基づいて地価関数の推定を行った。これによって、内生性を考慮した

「その他住宅(戸建て木造)」空き家がもたらす外部不経済の推定が可能となった。 

第 4 章では、固定効果モデルによる「その他住宅(戸建て木造)」空き家の要因分析と、

DD 分析と傾向スコアマッチングによる空き家条例の政策評価分析を行った。これらの分析

により、「その他住宅(戸建て木造)」空き家が発生している地域の特徴と、現状の空き家

条例の効果が十分でないことが明らかになった。 

第 5 章では現状分析や分析結果をもとに、空き家問題解決のために国土交通省に対して

2 つの政策提言を行う。住宅の情報化推進と住宅検査の義務化、さらにランドバンクの推

進である。これら 2 つの提言を前提に、長期優良住宅登録制度の推進、新築の規制と「そ

の他住宅」空き家の対応推進、生前贈与の推進を求める。以上の政策を同時に講じること
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で、徹底した住宅市場の管理と空き家への対策が可能となる。 
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はじめに 
近年、空き家は増加傾向にある。その中でも、総空き家の 38.8%を占める「その他住宅」

空き家の増加が顕著であり、今後もさらに増加すると予想される。空き家問題の社会的背

景として、少子高齢化、単身高齢者世帯の増加や核家族化が挙げられ、経済的背景として

は、固定資産税の減免措置が挙げられる。また、日本の住宅市場の特徴である新築信仰や、

不動産業者と消費者の間に生じる情報の非対称性も空き家問題の一因として挙げられる。 

また、空き家は外部不経済をもたらす迷惑施設にもなりうる。具体的には、風景・景観

の悪化、防災や防犯機能の低下、ゴミなどの不法投棄、火災の誘発が挙げられる。実際に、

大阪難波の周辺の歩道や道路上に空き家の木材などが飛び散り通行の妨げになる事件や、

東京都世田谷区の外国人犯罪グループが空き家を国際詐欺に利用するという事件が起きる

など、様々な地域で空き家による外部不経済の被害が発生している。 

国や地方自治体は空き家問題の対策として、「既にある空き家に対しての施策」と「中

古物件や中古市場を活用する施策」の 2 種類の政策を実施している。「既にある空き家に

対しての施策」としては、空き家バンクや空き家再生等推進事業、「中古物件や中古市場

を活用する施策」としては、住宅セーフティネット制度や長期優良住宅登録制度制度を実

施している。しかし、いずれも十分な効果があるとは断言できない。また、空き家所有者

の 7 割以上が空き家に対して何の対策も講じていないという現状もあり、空き家問題の解

決への道は程遠い。 

本稿では、「その他住宅」空き家の 7 割を占める「その他住宅(戸建て木造)」空き家に

着目し、それが地価に与える影響と、発生要因を明らかにする実証分析を行う。そして、

空き家問題の本質を捉えた対策を国土交通省に対して提言し、空き家問題を解決に導き、

安定的な不動産市場を作ることを目的とする。具体的には、誤差項の空間的自己相関を考

慮した「空間エラーモデル」による、ヘドニック・アプローチに基づいて地価関数の推定

を行い、内生性を考慮した「その他住宅(戸建て木造)」空き家がもたらす外部不経済の推

定を行った。また、固定効果モデルによる「その他住宅(戸建て木造)」空き家の要因分析

と、DD 分析と傾向スコアマッチングによる空き家条例の政策評価分析も行った。これらの

分析により、「その他住宅(戸建て木造)」空き家が発生している地域の特徴と、現状の空

き家条例の効果を明らかにした。以上の分析結果を踏まえて、住宅の情報化推進と住宅検

査の義務化、さらにランドバンクの推進を提言する。 
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第 1章 現状分析・問題意識 

第 1節 日本の空き家問題の概要 
第 1項 空き家の定義と分類 

本稿で論じる空き家の定義を明確にする。国土交通省によると、空き家とは「建築物又

はこれに附属する工作物であって居住その他使用がなされていないことが常態であるもの

及びその敷地」であり、その常態の期間としては 1 年間で認められると定義されている。

さらに、総務省が公表している住宅・土地統計調査では、その用途によって「売却用住宅」

空き家、「賃貸用住宅」空き家、「二次的住宅」2空き家、「その他住宅」空き家の 4 つに

分類されるが、その新築・中古は問わないとしている。「その他住宅」空き家は、転勤や

入院などのため居住世帯が長期にわたって不在の住宅や、取り壊すことになっている住宅

などであり、今後住み手が見つからないまま放置されてしまう可能性が高い。そこで本稿

では、「その他住宅」空き家に特に注目した研究を行う。 

 

第 2項 空き家の増加推移 

平成 25 年『住宅・土地統計調査』によると、総住宅数は 6,063 万戸、空き家数は 820

万戸となった。すなわち、空き家率(総住宅数における空き家数が占める割合)は 13.5％で、

約 7～8 軒に 1 軒が空き家という現状である。そして、株式会社野村総合研究所が発表し

た『2018 年、2023 年、2028 年および 2033 年における日本の総住宅数・空き家数・空き家

率の予測』によると、2033 年には空き家率が 30.2％にまで上昇すると見込まれている。

図 1 は総住宅数と総空き家数の推移を表している。増加の一途をたどる空き家であるが、

その中の「その他住宅」空き家のみに着目すると、平成 25 年の「その他住宅」空き家率3

の全国平均は 5.25％であり、都道府県別にみると、鹿児島県が 11.05％、次いで高知県が

10.55％、和歌山県が 10.13％、徳島県が 9.87％、香川県が 9.71％と続いている。鹿児島

県の「その他住宅」空き家率が高い要因は、人口密度が低く、単身高齢者世帯率が高いこ

とや、余剰着工数が多いためであると言われている。また、日本の空き家率は、年々上昇

しているが、特に「その他住宅」空き家は 2003 年から 2013 年の 10 年間で 212 万戸から

318 万戸へと約 1.5 倍に増加している。現在、「その他住宅」空き家は総空き家数の

38.8％4を占めているが、今後はさらにその割合が増え、日本の空き家問題はさらに深刻化

していくだろう。 

  

                             
2「二次的住宅」とは、週末や休暇時に避暑・避寒・保養などの目的で使用される住宅で普段は人が住ん

でいない住宅(＝別荘)と、普段住んでいる住宅とは別に、残業で遅くなったときに寝泊まりするなど、た

まに寝泊まりしている人がいる住宅を指す。 
3総空き家率を都道府県別にみると上から山梨県(22.0％)、長野県(19.8％)、和歌山県(18.1％)となるが、

山梨県や長野県には二次的住宅である別荘が多いことが理由として挙げられる。 
4「売却用住宅」空き家が 3.8％、「賃貸用住宅」空き家が 52.9％、「二次的住宅」空き家が 5.0％を占め

る。 
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図 1 総住宅数と総空き家数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(出典)株式会社野村総合研究所『日本の空き家数、空き家率の予測』より著者作成 

 

第 3項 空き家所有者の現状 
本項では、空き家となっている住宅とその所有者に関しての現状を述べる。空き家にな

っている住宅に対する所有者の処置として、売却先・譲渡先を募集する方法や、賃貸住宅

として借主を募集する方法などが挙げられる。しかし、大抵の空き家がこのような対策が

なされずに放置されている。図 2 に示した株式会社価値総合研究所が平成 25 年に行った

『空き家所有者アンケート』5によると、空き家所有者の 71%が「特に何もしていない」と

答えた。さらに所有者不明の空き家の存在を考慮すると、何も対策されていない空き家が

非常に多いことが分かる。さらに、上記アンケートの「特に何もしていない」所有者に賃

貸意向を尋ねたところ、「賃貸してみたい」・「条件が合えば賃貸してみたい」・「予定

はないが、賃貸を考えてもよい」が 47.6％で、「賃貸したくない」が 52.4％を占めた。

そして、借主募集中及び賃貸意向者が回答した賃貸する上で憂慮する点としては、「貸し

出すには相応のリフォームが必要なのではないか」や「一度貸し出すと、返してもらうの

が大変なのではないか」、「入居者のマナーを家賃滞納の対応が大変なのではないか」が

多く挙げられた。反対に、賃貸非志向者が回答した賃貸したくない理由としても「一度貸

し出すと、返してもらうのが大変だと思うから」や「貸し出すには相応のリフォームが必

要だから」、「家財道具一式を搬出したり片付けたりすることが手間だから」といったこ

とが挙げられた。これらのアンケート結果より、一度空き家になると活用するためにはリ

フォームが必要となるが、それにかかる費用や手間を考えて、結局何も対策せず空き家を

放置する所有者が多いと言える。 

                             
5インターネット WEB アンケート調査で、全国の 15,193 人を対象にスクリーニング調査を実施した。そして「現在の住

まい以外」に「個人用住宅を所有」し、それが「空き家」となっている人から 2,187 人を抽出した。 
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図 2 空き家の所有者アンケート 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(出典)株式会社価値総合研究所『空き家所有者アンケート』より著者作成 

 

第 4項 空き家問題の背景と要因 
空き家問題の背景としては、少子高齢化や単身高齢者世帯の増加、核家族化が挙げられ

る。日本の総人口は 2017 年で 1 億 2,671 万人となっている。年少人口(0～14 歳)、生産年

齢人口(15～64 歳)、高齢者人口(65 歳以上)は、それぞれ 1,559 万人、7,596 万人、3,515

万人となっており、総人口に占める割合は 12.3％、60.0％、27.7％となり、超高齢社会6

に突入した。また、厚生労働省『国民生活基礎調査』によると、総世帯数に占める単身高

齢者世帯数は平成 19 年では約 9％であり、平成 29 年では 12.5％へと増加している。核家

族世帯数も平成 19 年から平成 29 年で、10％しか変化していないが、総世帯数も増加して

いることを考慮すると核家族化が進んでいると言える。 

さらに、空き家問題の経済的要因として固定資産税の減免措置が挙げられる。固定資産

税とは土地や家屋といった固定資産の所有者に市町村が課する税のことで、一般的に課税

標準額(＝固定資産税評価額)に標準税率 1.4％をかけて算出される。住宅用地の区分は小

規模周宅用地(住宅 1 戸あたり 200 平米以下)と一般住宅用地(住宅 1 戸あたり 200 平米を

超え、家屋の床面積の 10 倍までの部分)とに区分されるが、前者は課税標準額を 6 分の 1

に、後者は 3 分の 1 に減免される制度がある。この制度によって、空き家を解体して更地

として所有するよりも、空き家のまま所有している方が支払う税金が少なくて済むため、

減免措置として空き家を所有しているケースも多くみられる。他にも、空き家が発生し増

加する要因として、相続によって地権者が不明となり、売買や利活用が進められないこと

も挙げられる。土地や住宅の所有者が死亡した場合、一般的には新たに所有者となる相続

                             
6世界保健機構や国連の定義によると、65 歳以上の高齢者人口が占める高齢化率が 7%を超えた社会を高齢化社会、14%

を超えた社会を高齢社会、21%を超えた社会を超高齢社会という。 
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人が相続登記を行い登記簿の名簿を変更する。しかし、この相続登記は相続人本人の判断

に委ねられ、義務化されていないため、死亡者名義のまま登記簿の情報が長時間放置され

ることも多い。 

 

第 2節 日本の住宅市場の特徴 
日本の住宅市場の特徴は住宅の建て方と構造に表れている。日本では、昔から木造住宅

が主流である。国土交通省の平成 27 年度『木造住宅への国民ニーズ』調査では、7 割以上

の国民が木造住宅を志向している。また、住宅の建て方の種類は「戸建て」、「長屋」、

「共同住宅」の 3 種類あり、住宅の建て方別に所有の関係の割合を見ると「戸建て」が

92.0%、「長屋」が 23.9%、「共同住宅」24.8%という結果で、戸建てが大部分を占めてい

る。 

また、日本は新築信仰であり、中古住宅市場が活性化していない。国土交通省『平成 25

年度住宅市場動向調査』によれば、分譲住宅購入時に「中古にしなかった理由」として最

も多かったのが、「新築の方が気持ち良いから(75％)」である。この結果を見る限り、住

宅購入希望者のうち中古住宅を好む人は少ないと分かる。 

そして、戦後の住宅市場が住宅の「質」より「量」を重要視してきたことも挙げられる。

『平成 8 年建設白書』によると、終戦直後の日本は約 420 万戸の住宅不足に陥った。この

圧倒的住宅不足からの復興を目指し、多くの住宅を建築し続けたことで住宅の過剰供給に

なった。これは、図 3 に示したように総住宅数と総世帯数の比較からも分かる。1968 年以

降、総住宅数は総世帯数を大きく上回っており、需要を超えた供給がなされている。その

結果、余剰分が利用されない空き家となってしまう。 

 

図 3 総住宅数と総世帯数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (出典)統計局『国勢調査速報集計結果』より著者作成 
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また、平成 25 年の調査によると、新築住宅着工戸数が 88.3 万戸であるのに対して、中

古住宅の供給量を示す「既存住宅流通戸数」は 50.3 万戸であり、全体の住宅供給量のう

ち新築住宅が占める割合は 63.3％、中古住宅は 36.7％に留まるという結果が出た。この

既存住宅流通シェアは世界的に見ても低く、フランスで 66.4％、アメリカで 77.6％、イ

ギリスでは 88.8％という結果が出ている。このことから、日本では中古住宅市場が十分に

活性化されていないと言える。さらに、『平成 8 年建設白書』によると、日本の住宅の

「取り壊した住宅の平均築年数」を表す住宅平均寿命は、26 年程度であり、アメリカの住

宅平均寿命が 44 年、イギリスが 75 年であることを考えるとかなり低寿命だと言える。ま

た木造住宅の法定耐用年数は 22 年と定められており、この寿命をもとに、不動産業者は

築 20 年を超えた戸建て住宅の価値をゼロと評価する。仮に頑丈で居住可能な状態でも、

築 20 年を超えていれば市場価値はなくなってしまう。 

そして、不動産業者と消費者の間では情報の非対称性の問題がある。物件の情報は宅建

業法において重要事項説明義務が課せられているが、実際には、オープン化されていない

データが数多くあり、買い手が把握できる情報は一部の内容となっている。そのため、消

費者は販売されている住宅の本当の価値を把握せずに購入することになる。近年では、情

報サイトが多く登場しているが、提供できる情報量には限りがあるため、情報の非対称性

の解消には程遠い。 

 

第 3節 「その他住宅」空き家の概要 
第 1項 「その他住宅」空き家発生の流れ 

「その他住宅」空き家が発生する流れを整理する。「その他住宅」空き家が発生する流

れは、まず、新しく家が建てられ、その家に人が住むということから始まる。その後、ラ

イフステージが変化したり、今の家よりも良い条件の物件を見つけたりすると、たとえ住

宅が寿命を迎えていなくても、住み替えをするようになる。住み替えをしたことで、その

家は「二次的住宅、賃貸用もしくは売却用空き家」になる。そして、「二次的住宅、賃貸

用もしくは売却用の空き家」になった家に人が住む。このように「人が住む」、「二次的

住宅、賃貸用もしくは売却用の空き家になる」という家のサイクルが何度か繰り返される。

最終的には、このサイクルが何度か繰り返されるうちに家が老朽化するなどの理由から、

その家に住みたいという人がいなくなり、「その他住宅」空き家になる。上記の流れを図

にまとめると、図 4 のようになる。 
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図 4 家のサイクル 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

著者作成 

 

第 2項 「その他住宅(戸建て木造)」空き家 
第 1 章第 1 節第 2 項で述べたように「その他住宅」空き家は、空き家全体の 38.6%を占

めている。総務省統計局『住宅・土地統計調査』(図 5)によれば、その 38.6％の内訳は

26.8%が「戸建て木造」、1.1%が「戸建て非木造」、1.8%が「長屋」、1.4%が「共同住宅

木造」、7.3%が「非木造共同住宅」となっている。この結果から、近年の空き家問題を牽

引している要因である「その他住宅」空き家の中でも、「戸建て木造」空き家が全体の約

7 割と非常に多くなっていることがわかる。また、本稿の第 2 節で述べたように、日本の

戸建ての持ち家割合が 9 割を超えていることや、日本では木造住宅が主流であることから、

空き家問題の解決には、特に「その他住宅(戸建て木造)」空き家の数を減らすことが重要

だと考えられる。従って、本稿では「その他住宅(戸建て木造)」空き家に焦点をあてる。 

 

図 5 空き家の内訳 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(出典)総務省統計局『平成 25 年 住宅・土地統計調査』を参考に著者作成 
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第 3項 「その他住宅」空き家の外部不経済 
本稿では、空き家による外部不経済について述べる。国土交通省『空き家の現状と問題

について』によると、空き家による外部不経済は多岐にわたる。全国 1,804 全市区町村を

対象として行われた「管理水準の低下した空き家や空き店舗の周辺への影響」のアンケー

ト結果(図 6)では、「風景・景観の悪化」「防災や防犯機能の低下」「ゴミなどの不法投

棄」「火災の発生の誘発」などの意見が多かった。最も回答数が多かった項目は「風景・

景観の悪化」で、周辺地域自体のイメージや価値が低下する可能性がある。また、イメー

ジや価値が低下することで、新たな空き家が発生する恐れがある。 

 

図 6 管理水準の低下した空き家や空き家店舗の周辺への影響 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(出典)国土交通省『平成 26年 空き家の現状と問題について』より著者作成 

 

実際に、様々な地域で空き家による外部不経済の被害が発生している。2018 年 9 月に近

畿地方に上陸した台風 21 号が好例である。この台風によって大阪難波の空き家が大きく

損傷した他、周辺の歩道や道路上に木材などが飛び散り、通行の妨げとなるなど周辺地域

に多大な影響を与えた。また、人目につかない空き家は犯罪グループにとって格好の場所

となりやすく、2015 年 11 月には東京都世田谷区で外国人犯罪グループが空き家を国際詐

欺に利用するという事件が起きた。10 月にも福岡県・山口県で同様の手口の事件が起きて

いる。このように、空き家による外部不経済は各地で報告されており、是正されるべきで

ある。従って、本稿では、空き家の減少を目標とする。 

 

第 4節 空き家問題の対策 
先述の空き家問題に対して、国や地方自治体は大別して、2 種類の政策を実施している。

既にある空き家に対しての施策と、中古物件や中古市場を活用する方向性の施策である。

既存の空き家に対する施策としては、空き家バンクや空き家再生等推進事業、その他法の

整備が挙げられる。 

空き家バンク制度とは、主に地方自治体が主体となって実施しており、空き家の所有者

が物件情報を登録し、登録された情報をホームページ上に公開し、所有者と利用希望者を

マッチングさせる制度である。賃料が比較的安いことや、無料で利用できるというメリッ

トはあるが、買い手と売り手の直接交渉であるためトラブルになりやすいことや、不動産
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会社が扱わないような質の低い物件が多いことなどデメリットも多い。平成 26 年 1 月に

一般社団法人移住・交流推進機構が行ったアンケート調査によると、回答があった 1,158

市町村のうち、62.9％の自治体が空き家バンク制度を実施しているが、登録件数が 20 件

未満の自治体が 8 割を占める。また自治体の 7～8 割で、年間の売買成立件数は 10 件未満

であり、十分に活用されているとは言い難い。また、空き家再生等推進事業は除去事業タ

イプと活用事業タイプに分けられる。前者は、不良住宅や空き家の除去などに要する費用

のうち最大で 5 分の 4 を助成する制度で、後者は空き家の改修に要する費用のうち最大で

3 分の 2 の補助を受けられる制度である。平成 26 年 11 月 27 日に公布された『空き家対策

の推進に関する特別措置法』では、「特定空家等」7と指定された空き家に対して措置を実

施するための立ち入り調査や、除去・修繕・立木竹の伐採等の措置の助言又は指導、勧告、

命令が可能になった。この立ち入り調査や、撤去・修繕命令などに従わなかった場合は、

20 万円以下ないし 50 万円以下の罰金が科せられ、さらに、要件が明確化された行政代執

行の方法により強制執行も可能となった。そして、この特定空家等に指定されると、建物

が建っていても更地と同じ固定資産税が課されるようになり、6 分の 1 になる税の優遇措

置が実施されなくなる。他にも、各地方自治体が勧告・命令・公表・罰則・行政代執行に

関して、空き家条例が制定されており、法整備は徐々に整ってきている。 

中古物件や中古市場の活用や、空き家の発生を防ぐ施策としては、住宅セーフティネッ

ト制度や長期優良住宅登録制度が挙げられる。住宅確保要配慮者8向けの住宅を確保するた

めに、「住生活基本計画」をもとに住宅セーフティネット制度が展開されている。この制

度は主に、①住宅確保要配慮者向けの賃貸住宅の登録制度、②登録住宅の改修や入居者へ

の経済的支援、③住宅確保要配慮者の居住支援、から成り立っている。長期優良住宅登録

制度とは、これまでのスクラップ＆ビルド型の社会からストック活用型への転換を目的と

し、長期にわたり良好な状態で使用するための措置がその構造及び設備に講じられた住宅

のことだ。認定基準の性能項目は、①劣化対策、②耐震性、③維持管理・更新の容易性、

④可変性、⑤バリアフリー性、⑥省エネルギー性、⑦居住環境、⑧住戸面積、⑨維持保全

計画の 9 つある。これに認定されると、所得税の住宅ローン控除やその他金利優遇を受け

られるメリットがある。戸建て住宅の長期優良住宅登録制度の認定数は毎月 8,000 戸前後

であるが、ピーク時の 2013 年と比べると認定戸数が 15％ほど減少している。以上のよう

に、現状でも多くの対策が取られているが、空き家問題の大きな改善は見られず、対策の

普及や効果に関しては、まだ不十分であると言える。 

 

第 5節 問題提起 
以上の現状分析より、増加し続けている空き家の中でも、「その他住宅」空き家の数が

特に増加傾向であり、今後も「その他住宅」空き家の増加が加速していくと予測されてい

る。また、「その他住宅」空き家の中でも、「戸建て木造」空き家が約 7 割を占めている

ことから、本稿では、「戸建て木造」空き家に焦点を当てる。そして、第 1 章第 2 節第 3

                             
7「特定空家等」とは、①倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態、②著しく衛生上有害となる

おそれのある状態、③適切な管理が行われないことにより著しく景観を損なっている状態、③その他周辺

の生活環境の保存を図るために放置することが不適切である状態、にある空家等をいう。  
8「住宅確保要配慮者」とは、低額所得者、被災者、高齢者、障害者、子育て世帯等を指す。 
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項で述べたように、空き家が周辺に与える影響として、風景・景観の悪化の意見が最も多

く、空き家発生が周辺地域自体のイメージや価値を低下させる可能性がある。さらにイメ

ージや価値低下が新たな空き家を生み出す恐れもある。従って、地価を用いて空き家が周

辺地域の価値に与える影響を測定する。また、空き家減少に向けて、より効果的な解決策

を考えるために、「その他住宅(戸建て木造)」空き家の発生に影響を与えている本質的な

要因を明らかにする。そして、これらの分析結果を基に空き家問題解決への政策を国土交

通省に対して提言する。 
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第 2章 先行研究と本稿の位置付

け 

第 1節 空き家の外部不経済に関して 
本稿では地価関数の推定にあたり、ヘドニック・アプローチを利用している。ヘドニッ

ク・アプローチとは財の価格がその機能や性質によって説明できるとする手法であり、物

件個別属性の価格への影響を取り除く事ができる。地価関数の推定にヘドニック・アプロ

ーチを用いた実証分析は近年多く行われている。肥田野(1997)では社会資本の整備状況が

地価に与える影響を研究した。山崎(1991)は都心環状 7 号線における騒音問題が地価に与

える影響を分析した。金本・中村・矢澤(1989)は東京都の住宅地域を対象に環境条件の違

いが地価に与える影響を研究した。 

空き家がもたらす外部不経済を分析した既存研究も存在する。Stacy.C(2017)では、空

間ラグモデルによる分析を行い、空き家解体が周辺地域の犯罪率を低下させることを明ら

かにした。粟津(2014)では埼玉県所沢市を対象に、ヘドニック・アプローチによって管理

不全空き家が周辺地域の地価に与える影響と要因を分析した。加えて地方自治体の空き家

除去のための各種対策の効果を測定している。この分析結果から、管理不全空き家の周辺

の宅地の地価は下落し、空き家による外部不経済が発生していることが明らかになった。

そして現行の空き家除去のための自治体の各種条例が必ずしも有効でないことが示されて

いる。しかし、粟津(2014)は特定の地域が対象となっているため、全国的な地域属性の違

いを考慮した対策を提言できない。 

唐渡(2007)は、地価公示を利用する際に誤差項が空間的相関を持つ問題に着目した分析

を行っている。分析方法には操作変数法と GM 推定(generalized moments estimation; 

Kelejian and Prucha 1999)を組み合わせた GS2SLS(generalized spatial two stage 

least squares; Kelejian and Prucha 1998)を利用した。不動産価格は空間的な隣接の影

響を強く受けるため、モデルにおいて内生変数や誤差項の空間的な相関が懸念される。こ

れを空間的自己相関と呼び、地理的関係性の強度を反映した行列の空間比重を測定する必

要がある。この分析方法を利用することで、一致性のある推定値を得ることができる。分

析の結果、内生変数の空間自己相関を考慮しないモデルでは、空間限界効果が過大に評価

されることが証明された。誤差項の空間的相関を考慮したモデルが空間エラーモデルであ

り、加えて被説明変数の誤差項の空間的相関を考慮したモデルが KP(Kelejian-Prucha)モ

デル9である。この研究より、空間的自己相関を考慮したモデルとして KP モデルが適して

いることが明らかになった。 

  

第 2節 空き家の発生要因に関して 

空き家の発生要因を定量的に分析した論文は数多く存在する。張・浅見(2013)では、戸

                             
9栗田(2012)図 3．空間計量経済モデルの関係図より。 
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建て住宅空き家の発生要因を、空間的自己相関を考慮した地理的加重最小二乗法で分析し

ている。分析の結果、単身高齢者世帯割合が高いほど空き家が増加することが判明した。

この論文では、地域間の差に注目した際、その他の空き家率には経済状況と住宅市場が考

慮されていない。そこで、本稿では空き家の発生要因を分析する際に地域の経済状況と住

宅市場を考慮した分析を行う。 

寺田・藤原ほか(2014)では、中古住宅市場の活性化が空き家率に与える影響に注目し、

空き家の発生要因を市区町村別のデータを用いて固定効果モデルにより分析している。分

析の結果、中古住宅市場が活性化している地域では、その他空き家率が低下していること

が判明した。しかし、この分析で使用した市区町村データには欠損値が多く、サンプルセ

レクションバイアスが生じている可能性がある。また、住宅市場は新築市場と中古市場で

相互に作用していることが考えられるが、この研究では中古市場しか考慮できていない。 

金森・有賀・松橋(2015)では、自治体によって住宅の着工や滅失のバランスの取り方が

違うことに注目し、都道府県別データを用いた重回帰分析によって将来の空き家率を推計

するモデルを構築した。この分析の結果、空き家率の増加には地域性があることが判明し

た。また、余剰着工率が高いほど空き家率が増加するという結果が得られた。しかし、都

道府県別データでは地域性を十分に考慮できていないことが考えられる。また、余剰着工

率の計算式には住宅数が含まれており、空き家率との内生性が考えられる。 

  

第 3節 本稿の新規性 

本稿では「その他住宅(戸建て木造)」空き家が地価に与える影響を分析し、外部不経済

の有無を計測した。「その他住宅(戸建て木造)」空き家に注目した研究は少なく、それが

地価に与える影響を分析している研究は著者の知る限り存在しない。都道府県別データを

用いる既存研究が多いが、本稿では全国調査地点別データを用いて分析しているため、都

道府県データよりも現状に即した分析と言える。 

空き家の要因分析では、既存の地域属性や都市属性の変数だけでなく、住宅市場を考慮

した分析を行った。中古住宅市場が空き家率に与える影響を分析した既存研究は存在する

が、空き家の発生を予防するために新築住宅市場と中古住宅市場の双方に着目した研究は、

調査した限り存在しない。そのため、新築と中古双方の住宅市場に着目した分析を行った

という点で新規性がある。 

  



ISFJ2018 最終論文 
 

 18 

第3章 戸建て木造空き家が地価に

与える影響 
第 1節 分析の概要 
第 1項 ヘドニック・アプローチと地価関数 

本分析では、「その他住宅(戸建て木造)」空き家の外部不経済性を示すために外部不経

済の指標として地価の低下を想定し、地価関数の推定に説明変数として戸建て木造空き家

率を加えた分析を行う。土地は非市場財であり、その金銭価値が価格に反映される構造を

知るのが難しい。そのため、様々な属性を価値計測の手段として用いるヘドニック・アプ

ローチを地価関数の推定に用いる。地価関数の推定において、ヘドニック・アプローチで

は特に環境条件の違いを価値属性として用いる。 

説明変数として使用する「戸建て木造空き家率」はヘドニック・アプローチにおける価

値属性の 1 つとして捉えることができる。第 1 章第 2 節で述べた理由より、特に「その他

住宅(戸建て木造)」空き家が問題であると考えた。この「戸建て木造空き家率」は、5 年

ごとに行われる総務省「住宅・土地統計調査」から最新の 2013 年の「その他の住宅空き

家」のうち、建て方・構造の区分より「戸建て木造」の総数を総住宅数で除したものを

「戸建て木造空き家率」として使用した。空き家の発生の地域差を考慮するため、入手し

得る最も細かい全国市区別データを用いた。 

しかし、地価関数の決定の際に「戸建て木造空き家率」を価値属性として捉えるのと同

様に、戸建て木造住宅が空き家になる要因の 1 つとしてその土地の地価があると考えられ

るため、この変数は内生性があると言える。この問題を解決するため、操作変数として全

国市区別の「死亡率10」を用いた。この「死亡率」は、総務省統計局「都道府県・市区町

村のすがた(社会・人口統計体系)」から 2013 年の「死亡者数」を人口総数で除したもの

である。 

その他の被説明変数と説明変数は、国土交通省「数値情報ダウンロードサービス」に掲

載されている全国の公示地価の GIS データから全国調査地点別のデータを使用した。被説

明変数には単位面積当たりの公示地価を用い、その他コントロール変数を先行研究の粟津

(2014)・唐渡(2007)より変数は、駅からの距離、建蔽率、容積率、地積、用途区分ダミー

の 5 つを採用する。他にインフラ(水道・ガス・下水)の有無を示すダミー変数を 3 つ、そ

の土地の利用現況(住宅・共同住宅)を示すダミー変数を 2 つ用いた。 

 

第 2項 空間計量分析 
地価関数の決定要因には地域差があり、コントロール変数のみで地域属性を考慮した分

析を行うことが困難であるため、各地点のサンプルサイズを揃えて全国を地域別に分析し

た。その地域区分は「北海道・東北」「関東」「中部」「近畿」「中国・四国・九州」の

                             
10Weak instrument 検定により、「第一段階の回帰において操作変数のパラメータが 0 である」という帰無

仮説に対し、F検定統計量>10よりこれを棄却でき、操作変数は妥当であると言える。 
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5 つである。 

本分析では全国 23,160 地点11別 GIS データを元に、空間的自己相関を考慮したモデルを

使用する。モデルの選択12は唐渡(2007)より、誤差項の空間的自己相関を考慮した「空間

エラーモデル」または、加えて被説明変数の空間的自己相関も考慮した「Kelejian-

Prucha モデル」が最適であると判断し、これを使用する。推定方式は空間的自己相関を考

慮した GM 推定に操作変数法を合わせた GS2SLS 推定を用いる。 

さらに、地価関数を非線形モデルとして推定することが適切であると考えた。従って、

戸建て木造空き家率13と全てのダミー変数14を除くコントロール変数に対し、弾性力を一定

と仮定し、自然対数値を取った両対数モデルを用いる。これにより、各変数のパラメータ

は被説明変数の公示地価に対する弾性値を表す。 

以下にモデル式と変数名を示す。この時、𝛼は定数項、𝛽1~10𝑗は推定されるパラメータ、

𝑢𝑖𝑗は誤差項である。加えて、γ𝑖𝑗は操作変数のパラメータ、𝑣𝑖𝑗はその誤差項である。また、

空間計量分析で扱うものとして𝜌𝑗は被説明変数の空間ラグ係数、λ𝑗は空間エラー係数、𝑊𝑗

は空間重み行列(𝑖𝑗 × 𝑖𝑗行列)、ε𝑖はその誤差項ベクトルである。(1)式は地価関数のモデル

式、(2)式は二段階最小二乗法の第一段階のモデル式、(3)式は誤差項の空間的自己相関の

モデル式を示している。最小二乗法による推定の際は𝜌𝑗 = 0かつγ𝑖𝑗 = 0かつλ𝑗 = 0であり、

操作変数法による推定の際は𝜌𝑗 = 0かつγ𝑖𝑗 = 0であり、空間エラーモデルによる推定の際

は𝜌𝑗 = 0である。 

 

𝑙𝑛 𝑃𝑖𝑗 = 𝛼 + 𝜌𝑗𝑊𝑗𝑃𝑖𝑗 + 𝛽1𝑗𝑌1𝑖𝑗 +∑𝛽𝑛𝑗 𝑙𝑛 𝑋𝑛𝑖𝑗

4

𝑛=1

+ ∑ 𝛽(𝑚+5)𝑗𝐷𝑚𝑖𝑗

6

𝑚=1

+ 𝑢𝑖𝑗 (1) 

𝑋1𝑖𝑗 = γ𝑖𝑗Z𝑖𝑗 + 𝑣𝑖𝑗 (2) 

𝑢𝑖𝑗 = λ𝑗𝑊𝑗𝑢𝑗 + ε𝑖𝑗 (3) 

(𝑗 = 1~5, 𝑖1 = 1~2651, 𝑖2 = 1~7872, 𝑖3 = 1~4483, 𝑖4 = 1~4087, 𝑖5 = 1~4067) 

 

被説明変数𝑃𝑖𝑗は単位面積当たり公示地価である。説明変数𝑌1𝑖𝑗の戸建て木造空き家率は

内生変数であり、操作変数Z𝑖𝑗の死亡率を用いて内生性を取り除く。他に、説明変数𝑋1𝑖𝑗は

駅からの距離(m)、𝑋2𝑖𝑗は建蔽率、𝑋3𝑖𝑗は容積率、𝑋4𝑖𝑗は地積を表す。加えて、ダミー変数

𝐷1𝑖𝑗は用途区分ダミー、𝐷2𝑖𝑗は住宅ダミー、𝐷3𝑖𝑗は共同住宅ダミー、𝐷4𝑖𝑗は水道ダミー、𝐷5𝑖𝑗

はガスダミー、𝐷6𝑖𝑗は下水ダミーを表す。 

 

第 2節 変数の仮説 
本節では分析で用いる説明変数の説明とその出典、その被説明変数に対する影響の仮説

を述べる。外部不経済の指標となる被説明変数は公示地価である。ここでは全国 23,160

                             
1123,160地点とは GISデータで得られた 25,983 地点から、「戸建て木造空き家率」と「死亡率」のデータ

が存在する市区内全ての地点のデータを用いた結果である。 
12先行研究に加えて、Moran’sⅠ検定により「空間的自己相関がない」という帰無仮説が棄却された。 
13建蔽率、容積率と異なり、0から 1に収まる確率の指標を用いているため。 
140と 1のみを扱う離散変数であり、自然対数による対数変換を行う意味がないため。 
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地点における単位面積当たり公示地価を用いる。入手できる最新の「戸建て木造空き家率」

のデータに合わせて 2013 年のクロスセクションデータである。説明変数は以下の通りで

ある。 

戸建て木造空き家率:第 1 節で述べた通り、総務省「住宅・土地統計調査」より全国 979

市区別データを集めた。その内訳は「その他住宅(戸建て木造)」空き家数/総住宅数であ

る。GIS データとの結合の際に、他の変数とサンプルサイズを統一するため、同一市区内

の数値を一定と仮定しサンプルサイズを 23,160 に増加させた。特に「その他住宅(戸建て

木造)」空き家が外部不経済をもたらすという仮説から、戸建て木造空き家率の増加が地

価の低下に繋がると考える。 

戸建て木造空き家率に対する操作変数として死亡率を用いた。第 1 節で述べた通り、総

務省統計局『都道府県・市区町村のすがた(社会・人口統計体系)』より内生変数のサンプ

ルサイズに合わせた全国 979 市区別データを集めた。その内訳は「死亡者数/人口総数」

である。死亡率が高いほど住宅の相続により、「その他住宅(戸建て木造)」空き家が増え

ると考えられ、地価には直接影響しない変数である。 

駅からの距離:最寄りの公共交通機関の駅からの距離(m)を示す変数である。主要な交通

手段に合わせ、鉄道駅の他にもバス停からの距離の場合もある。駅から離れるほど利便性

が低下するため、駅からの距離が増加すると地価は低下すると考える。 

建蔽率:建築基準法により定められた割合であり、建築敷地面積に対する建築面積の上

限割合を示す変数である。防火上と住環境配慮目的により設定されている。建蔽率が高い

ほど建物の間隔が窮屈になり、日照条件や緑化率などの周辺環境が悪化するため、建蔽率

が増加すると地価が低下すると考える。 

容積率:建築基準法により定められた割合であり、建築敷地面積に対する建物延べ面積

の上限割合を示す変数である。前面道路幅やその土地の用途区分によって決定される。容

積率が高いほど建築可能な建築物の許容量が大きくなるため、容積率が増加すると地価も

上昇すると考える。 

地積:調査地点における地積(㎡)を示す変数である。同一区画内でインフラの敷設や整

地などを行うため、その区画が広いほど単位面積当たりのコストは減少すると考え、地積

が増加すると地価は減少すると考える。 

用途区分ダミー:用途区分とは、国土交通省の公示地価調査において、都市計画法によ

る用途区分の制限を受けているかどうかの区分である。それぞれの区分、またはその複数

を合わせたものに数値を当てたダミー変数である。国土交通省は土地の用途を以下のよう

に区分している。用途の区分に寄って公示地価の設定が異なるため、有意となると考える。 
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表 1 用途区分の分類 

 

(出典)国土交通省「数値情報ダウンロードサービス」より著者作成 

 

住宅ダミー:上記の用途区分と異なり、利用現況が住宅のみであるかどうかを示すダミ

ー変数である。利用現況が「住宅」であれば 1、それ以外は 0 とした。住宅地の地価は他

の用途と比べ一般消費者を対象とした土地であるため、住宅地であれば地価が低下すると

考える。 

共同住宅ダミー:その地点の利用現況が共同住宅であるかどうかを示すダミー変数であ

る。共同住宅であるとその土地の利用用途が限られ、建物自体のサイクルも長いため、地

価は低下すると考える。 

水道・ガス・下水道ダミー:その調査地点に利用可能な水道・ガス・下水管が供給され

ているかを示すダミー変数である。インフラ設備が整っていると地価が上昇すると考えら

れる。 

表 2 は変数の出所について整理したものである。データはすべて 2013 年のものを使用

している。 

 

 

表 2 各変数の説明と出所 

 

変数の種類 変数名 出所 

被説明変数 公示地価 

国土交通省「数値情報ダウンロードサービス」 

より一部著者作成 
説明変数 

駅からの距離 

建蔽率 

容積率 

用途区分ダミー 

住宅・共同住宅ダミー 

水道・ガス・下水ダミー 

戸建て木造空き家率 総務省「住宅・土地統計調査」より著者作成 

操作変数 死亡率 
総務省統計局「都道府県・市区町村のすがた

(社会・人口統計体系)」より著者作成 

 

著者作成  

略称 用途区分名称 略称 用途区分名称 

低専 第一種低層住居専用地域 準住居 準住居地域 

2 低専 第二種低層住居専用地域 近商 近隣商業地域 

1 中専 第一種中高層住居専用地域 商業 商業地域 

2 中専 第二種中高層住居専用地域 準工 準工業地域 

1 住居 第一種住居地域 工業 工業地域 

2 住居 第二種住居地域 
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第 3節 推定結果と解釈 
基礎統計量は以下の通りである。 

 

表 3 基礎統計量 

 
 

著者作成 

 

本節では、比較のため最小二乗法(OLS: Ordinary Least Square)の推定結果と操作変数

法(IV: Instrumental Variables)の推定結果、空間エラーモデルと Kelejian-Prucha モデ

ルによる操作変数法(GS2SLS: generalized spatial two stage least squares)の推定結

果を示す。 
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表 4 最小二乗法の推定結果 

 
 

著者作成 
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表 5 操作変数法の推定結果 

 
 

著者作成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ISFJ2018 最終論文 
 

 25 

表 6 空間エラーモデル操作変数法の推定結果 

 
 

著者作成 
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表 7 Kelejian-Prucha モデル操作変数法の推定結果 

 
 

著者作成 

 

初めに、誤差項の空間エラー係数と被説明変数の空間ラグ係数が全てのモデルで正に有

意であるため、近接地域内で誤差項間と被説明変数間に正の相関があることが示された。

つまり、利用していない説明変数間にも、公示地価間にも空間的自己相関があるというこ

とである。さらに、表 6 から表 7 に対しての決定係数の減少を見ると、公示地価間には空

間的自己相関はあるものの、過大にこれを考慮してしまっている可能性が考えられる。こ

れより、表 6 のモデル分析の結果を中心に表 7 の結果と比較して議論する。 

外部不経済性を示す変数の「戸建て木造空き家率」は全ての地域において負に有意とな

った。このことから、戸建て木造住宅が用途の定まっていない「その他住宅」空き家とな

ることで、地価の低下をもたらすという外部不経済性があると言える。下の図は、各推定

法・地域毎に戸建て木造空き家率が 1%増加した時の地価の減少率を表している。 
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図 7 各推定結果の弾性値 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

著者作成 

 

この図は唐渡(2007)が示す通り、空間的自己相関を考慮していないモデルは空間限界効

果を過大に評価する結果となった。この推定結果を元に空き家の増加による外部不経済額

を推定することができる。この際、公示地価間での弱相関があると考えられるため、KP モ

デルを参考に推定を行うが、前述した通り実際にはこれ以上の外部不経済性があると考え

られる。 

地価は主に固定資産税を決定する指標として政府の税収に関わっている。固定資産税は

課税標準額と標準税率の積であり、課税標準額は一般に公示地価の 7 割程度と定められて

いる。さらに、固定資産税収158 兆 5,624 億円のうち、約 39.4%が土地に関するものである。

これより、地価が 1%低下すると土地に関する固定資産税収は約 0.28%減少すると仮定する

ことができる。土地に関する固定資産税収は地域別に、北海道・東北が 12.4%、関東が

17.5%、中部が 23.9%、近畿が 13.2%、中国・四国・九州が 33%である16。以上より、日本全

国で戸建て木造空き家率が 1%増加すると土地に関する固定資産税は、北海道・東北で 348

億 888 万円、関東で 719 億 7585 万円、中部で 262 億 755 万円、近畿で 282 億 8087 万円、

中国・四国・九州で 240 億 4987 万円、合計で 1853 億 2302 万円の損失となり、これは固

定資産税収全体の約 0.02%の減少である。 

各コントロール変数は、概ね仮説通り有意となった。しかし、地域によっては他の地域

と異なる結果となったため、その違いについて解釈していく。初めに、建蔽率が表 6 にお

                             
15財務省「平成 25 年度決算額」より著者算出 
16総務省「平成 25 年版地方財政白書」より著者算出 
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いて近畿のみで、表 7 において中部のみで有意とならなかったが、近畿や中部または都会

において建蔽率という指標が地価に影響を与えていないことを示している。その理由とし

て、都市計画等で都心部に建設された高層建造物などは、その間隔が狭くても必ずしも環

境の悪化には繋がらないということが挙げられる。次に、共同住宅ダミーが表 6 において

北海道・東北、中部、中国・四国・九州の 3 地域で、表 7 において中部のみで有意となら

なかった。これは、共同住宅が必ずしも地価に悪影響を与えていないということを示して

いる。共同住宅はマンションやアパート、長屋など様々な形態や構造の住宅全体を示すも

のであり、一概にダミー変数を用いてその効果を計測できないためと考えられる。 
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第4章 戸建て木造空き家の要因分

析 
第 1節 分析の概要 

本分析では、新築・中古住宅の両面から住宅市場全体に注目し、戸建て木造空き家の決

定要因の分析を行う。この分析により、市区の地域特性や住宅自体やその市場の特徴を踏

まえた政策提言を行うことを目的としている。 

被説明変数には、第 3 章で地価に対する外部不経済性が示された「戸建て木造空き家率」

を用いる。この変数は分析 1 と同じものである。説明変数は、張・浅見(2013)、寺田・藤

原ほか(2014)、金森・有賀・松橋(2015)を参考に、地域の特性をコントロールする変数を住

宅あたり世帯率、単身高齢者世帯率、人口変化率の 3 つ、住宅の特性に関する変数を昭和

55 年割合の 1 つ、住宅市場の影響を示す変数を新築着工率と中古住宅持ち家率の 2 つとそ

の交差項を用いる。 

本分析では全国 785 市区別の 2008 年、2013 年のパネルデータを用いて、戸建て木造空

き家の要因分析として固定効果モデルによるパネルデータ分析を行う。以下にモデル式と

変数名を示す。この時、𝛼は定数項、𝛽1~6は推定されるパラメータ、𝑢𝑖𝑡は誤差項である。

（4）式（5）式はパネルデータ分析で用いる OLS と固定効果モデルのモデル式である。 

 

𝑌𝑖𝑡 = 𝛼 +∑𝛽𝑛𝑋𝑛𝑖𝑡

6

𝑛=1

+ 𝑢𝑖𝑡 (4) 

𝑌𝑖𝑡 = ∑𝛽𝑛𝑋𝑛𝑖𝑡

4

𝑛=1

+ 𝛽5𝑋5𝑖𝑡・𝑋6𝑖𝑡 + 𝑢𝑖𝑡 (5) 

(𝑖 = 1~1519, 𝑡 = 2008,2013) 

 

被説明変数𝑌𝑖𝑡は戸建て木造空き家率。説明変数𝑋1𝑖𝑡は住宅当たり世帯数、𝑋2𝑖𝑡は単身高齢

者世帯率、𝑋3𝑖𝑡は人口変化率、𝑋4𝑖𝑡は昭和 55 年以前割合、𝑋5𝑖𝑡は新築着工率、𝑋6𝑖𝑡は中古住

宅持ち家率である。 

 

第 2節 変数の仮説 
本節では分析で用いる説明変数の説明とその出典、その被説明変数に対する影響の仮説

を述べる。戸建て木造空き家率を要因分析の被説明変数として用いる。これは分析 1 の説

明変数と同じ数値であるが、説明変数でデータの得られなかった市区データを除いたため、

サンプルサイズは全国 979 市区から 785 市区に減少している。この変数を用いて戸建て木

造住宅が地域の特性、住宅の特性、住宅市場の動向に合わせてどのように「その他住宅」

空き家となるかを捉えるのが目的である。 

地域の特性をコントロールする説明変数として 3 つの変数を用いた。住宅当たり世帯

率:総世帯数を総住宅数で除して 100 倍したものである。住宅に居住する単位が世帯毎で
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あるため、住宅当たり世帯率が増加すると戸建て木造空き家率が減少すると考える。 

単身高齢者世帯率:単身高齢者世帯数を総世帯数で除して 100 倍したものである。単身

高齢者世帯の存在は、その高齢者の死亡後に相続が不明または利用用途の定まらない住宅

を発生させるため、単身高齢者世帯率が増加すると戸建て木造空き家率が増加すると考え

る。 

人口変化率:人口総数に対し、転出入者と出生・死亡者を計算したものを人口総数で除

して 100 倍したものである。人口が増加するほど住宅の需要が増加するため、人口変化率

が増加すると戸建て木造空き家率は低下すると考える。 

住宅の特性に関する説明変数として昭和 55 年以前割合を用いた。これは建築年が昭和

55 年(1980 年)以前の住宅の割合(%)である。築年数が長くなると住宅の資産価値が低下す

るため、空き家になりやすく戸建て木造空き家率が増加すると考える。 

住宅市場の影響を示す説明変数として 2 つの変数とその交差項を用いた。新築着工率:

新築着工数を総住宅数で除して 100 倍したものである。金森・有賀・松橋(2015)を参考に、

余剰着工率は内生性の問題があると考え、直接空き家の発生によって影響されない変数と

して用いる。過剰な新築住宅の建築が中古住宅需要や空き家の利用可能性を低下させ、戸

建て木造空き家の増加をももたらすと考える。 

中古住宅持ち家率:中古住宅持ち家数を総住宅数で除して 100 倍したものである。寺

田・藤原ほか(2014)より、中古住宅市場の活性化が空き家の発生を予防してされ、中古持

ち家率が増加すると戸建て木造空き家率は低下すると考える。 

交差項(新築着工率×中古住宅持ち家率):新築住宅の建設と、中古住宅の購入の割合を住

宅市場全体の活性化の指標であると捉える。住宅市場全体が活性化されることで空き家が

減少すると考え、交差項が増加すると戸建て木造空き家率は減少すると考える。 

表 8 は変数の出所について整理したものである。データはすべて 2008 年と 2013 年のも

のである。 

 

表 8 各変数の説明とその出所 

変数の種類 変数名 出所 

被説明変数 戸建て木造空き家率 
総務省「住宅・土地統計調査」

より著者作成 

説明変数 

住宅当たり世帯数 

総務省統計局「都道府県・市区

町村のすがた(社会・人口統計体

系)」より著者作成 

単身高齢者世帯率 

人口変化率 

昭和 55 年以前割合 

新築着工率 

中古住宅持ち家率 
総務省「住宅・土地統計調査」

より著者作成 

 

著者作成 
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第 3節 推定結果と解釈 
基礎統計量は以下の通りである。 
 

表 9 基礎統計量  

 

 

 

 

 

 

 

 

著者作成 

 

推定結果は以下の通りである。 

表 10 最小二乗法と固定効果モデルの推定結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

著者作成 

 

OLS 推定の推定結果は全て仮説通りとなったが、固定効果モデルを用いると仮説と異な

る結果が得られた。ここでは時間不変の効果を除去した固定効果モデルの推定結果を中心

に論じる。 

地域の特性をコントロールする変数では、総住宅数当たり世帯数と人口変化率が負に有
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意、単身高齢者世帯率が正に有意となった。これらは全て仮説通りであり、世帯数や人口

が減少している、または高齢化が進む地域で特に空き家の問題が深刻であることがわかる。 

住宅の特性に関する変数である、昭和 55 年以前割合は負に有意となった。これは仮説

とは逆の結果であるが、日本の住宅寿命が短くそれに合わせて住宅の建て替えや解体が行

われていることを考えると、昭和 55 年以前割合が高い地域は古い住宅に居住者が十分存

在し、適切な住宅利用がなされているためだと考えられる。 

住宅市場の影響を示す変数では、新築着工率は負に有意となり、中古住宅持ち家率は正

に有意となった。しかし、それらの交差項は有意とならなかった。これらも仮説と異なる

結果である。新築着工率は新築住宅の建設が直接管理不全な空き家の増加に繋がらず、空

き家でない住宅の増加をもたらすため、空き家率の減少に寄与しているという結果となっ

たと言える。中古住宅持ち家率は寺田・藤原ほか(2014)に反する結果であるが、これは中

古住宅の多い地域ほどその持ち家率も戸建て木造空き家率も多い傾向にあるためと考えら

れる。このことから中古住宅の活性化が必ずしも空き家の防止に繋がらず、新築住宅の建

設の際に数十年後の将来的な住宅の利用方法に目を向けた住宅づくりが必要であると考え

る。 
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第 5章 空き家条例の政策評価 
第 1節 分析の概要 

本分析では、空き家に関する条例の効果を測定するため、山本(2007)・山本(2014)を参

考に空き家条例の DD（Difference-in-Difference)分析と傾向スコアマッチングを行った。

本分析では、DD 分析の説明変数と傾向スコアマッチングの被説明変数として空き家条例ダ

ミーを用いる。これは空き家に関する条例が施行されているかどうかのダミー変数である。

調査年の 2008,2013 年にその年内おいて施行されていれば 1、されていなければ 0 とした。 

 DD 分析とは、空き家条例を導入している市区としていない市区に分類し、それらの市区

間の戸建て木造空き家率の間に有意な差がないかを推定するものである。一方で、傾向ス

コアマッチングは空き家条例を導入している市区と類似した説明変数の傾向を持ち、空き

家条例を導入していない市区を比較し、政策の評価を行う。 

以下に、各分析で用いるモデル式を示す。この時、𝛼は定数項、𝛽1~9は推定されるパラ

メータ、𝑢𝑖𝑡は誤差項である。𝑇𝑅𝐸𝑖𝑡はトリートメントダミー17、𝐹(𝛽𝑋 + 𝑢)はロジスティッ

ク分布関数18である。（6)式は DD 分析で用いるモデル式、（7)式は傾向スコアマッチング

で用いるロジットモデルのモデル式である。傾向スコアマッチングでは被説明変数として

離散変数を扱う空き家条例ダミーを用いるため、推定される関数に非線形のロジットモデ

ルを選択した。 

 

𝑌𝑖𝑡 = 𝛼 +∑ 𝛽𝑛𝑋𝑛𝑖𝑡

6

𝑛=1

+ 𝛽7𝑇𝑅𝐸𝑖𝑡 + 𝛽8𝑇𝑅𝐸𝑖𝑡・𝐷𝑖𝑡 + 𝛽9𝑌𝐸𝐴𝑅𝑖𝑡 + 𝑢𝑖𝑡 (6) 

𝐷𝑖𝑡 = 𝐹 (𝛼 +∑𝛽𝑛𝑋𝑛𝑖𝑡

6

𝑛=1

+ 𝑢𝑖𝑡) (7) 

(𝑖 = 1~1519, 𝑡 = 2008,2013) 

 

被説明変数𝐷𝑖𝑡は空き家条例ダミーである。説明変数は分析 2 と同じである。 

 

第 2節 変数の仮説 
DD 分析では、効果の差を分析するグループを区別するダミー変数とデータの時間を区別

するダミー変数を扱う。被説明変数は空き家条例ダミーであり、用いる説明変数は分析 2

と同じである。 

トリートメントダミー:DD 分析において用いる、効果の差を分析するグループに用いる

ダミー変数である。本分析では、空き家条例を 2008、2013 年の両方における施行の有無

とし、どちらかの年で施行されていれば 1、どちらでも施行されていなければ 0 とした。 

                             
17DD分析において用いる、効果の差を分析するグループに用いるダミー変数である。本分析では、空き家

条例を 2008、2013 年の両方における施行の有無とし、どちらかの年で施行されていれば 1、どちらでも

施行されていなければ 0とした。 
18ロジスティック分布関数とは、確率変数𝑥で示される分布関数が𝐹(𝑥; 𝜇, 𝑠) =

1

1+𝑒−(𝑥−𝜇) 𝑠⁄ となる分布に従う

関数である。 
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2013 年ダミー:2013 年データに対して 1、2008 年のデータに対して 0 を取るタイムダミ

ー変数である。これにより時間経過による戸建て住宅空き家率の変化を捉えることができ

る。年々空き家率は増加傾向にあることを踏まえ、正に有意となると考える。 

 

第 3節 推定結果と解釈 
以下に推定結果を示す。 

表 11 DD 分析の推定結果 

 
著者作成 
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表 12 ロジット分析・傾向スコアマッチングの推定結果 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

著者作成 

 

初めに、DD 分析の推定結果についての解釈を述べる。本分析では、トリートメントグル

ープを 2013 年時点で空き家に関する条例を導入している市区とし、コントロールグルー

プを 2013 年時点で一度も空き家に関する条例を導入していない市区とした。DD 分析では

トリートメントダミーとその空き家条例ダミーとの交差項が共に有意とならなかった。こ

れは空き家に関する条例を導入した市区と導入していない市区間で、戸建て住宅空き家率

に有意な差が生まれていないことを示している。 

次に、傾向スコアマッチングの推定結果について論じる。ここでは DD 分析で用いた説

明変数を自治体が空き家条例を設置する要因とし、これから算出した傾向スコアによって

マッチングを行っている。そのため、類似した地域性のある市区間での空き家に関する条

例の効果を測定している。分析の結果、差の総平均(ATE: Average Treatment Effect)

である因果効果が有意とならなかった。以上から類似した地域性のある市区間、つまり空

き家関する条例を導入する可能性がある市区と比べて空き家に関する条例を導入した市区

の戸建て木造空き家率は有意な差がないと言える 

以上の結果から、空き家に関する条例は「その他住宅(戸建て木造)」空き家の減少に対

して十分な効果が得られていないと考える。 
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第 6章 政策提言 

第 1節 政策提言の概要 
本稿では、「その他住宅(戸建て木造)」空き家（以下本章では「木造空き家」とする）

が地価に与える外部不経済の分析と、木造空き家の発生要因、さらに空き家条例の政策評

価を行った。分析結果より、木造空き家の存在は地価の低下をもたらすこと、木造空き家

率に影響がある変数（築昭和 55 年以前割合など）、空き家条例が空き家対策の政策とし

て適切でないことが明らかになった。以上の結果を踏まえ、2 つの政策提言を国土交通省

に対して行う。 

 

 ①政策提言 1:住宅の情報化推進と住宅検査の義務化 

 ②政策提言 2:ランドバンクの推進 

 

図 8 政策提言のまとめ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

著者作成 

 

図 8 は、本稿の政策提言の流れである。1 つ目の政策提言は「住宅の情報化と住宅検査

の義務化」である。この提言と分析 2 の結果より、さらに長期優良住宅の推進、新築の規

制と「その他住宅」空き家の対応促進、住宅の生前贈与の促進といった 3 つの政策提言を

国土交通省に行う。2 つ目の政策提言は「ランドバンクの推進」である。これらの政策が

互いに影響し、空き家問題を解決へと導くと考える。 

 

 



ISFJ2018 最終論文 
 

 37 

第 2節 政策提言 1:住宅の情報化推進と住宅

検査の義務化 
第 1項 政策提言 1 の概要 

分析 2 の結果より①昭和 55 年以前の建築住宅割合が高い地域②一住宅あたりの世帯割

合が低い地域③単身高齢者世帯割合が低い地域の木造空き家率は低下する、という 3 点が

判明した。これらの結果から以下のことが考察できる。①築年数が 26 年以上の古い住宅

は空き家率の上昇には繋がらず、直接空き家の要因にならない。つまり実際、築年数が長

い住宅にも人々は住み続けていると言える。②現在の日本の不動産市場は、住宅数と世帯

数から余剰住宅数を算出すると金森(2015)による適正住宅率(余剰住宅率)7%を優に超えて

いるため、木造空き家率が増加している。③単身高齢者世帯の増加によって、「所有者不

明」の空き家が増加している。 

以上の考察と現状分析を踏まえると、不動産関連においての「情報の取り扱い」に問題

があると考えられる。まず、①の築年数の長さに関して、築年数が 26 年以上の住宅でも

人は居住を続けられるが、一般的に築年数の長い住宅の中古売却価値は非常に低くみなさ

れる。日本の取り壊した住宅の平均築年数、つまり住宅平均寿命は 26 年と言われており、

アメリカの住宅平均寿命が 44 年、イギリスが 75 年であることを考えると非常に低寿命で

ある。この理由として、吉田(2014)によると日本の新築信仰や、地震などの災害への恐怖

という 2 つが考えられている。日本は地震大国と呼ばれるほど地震が多いため、中古住宅

に対して心配を抱くことが多いと考えられる。しかし、地震大国であるからこそ日本の建

築技術は発展しており、実際は築 26 年以上であっても問題なく居住可能な住宅が多い。

対して、その住宅の品質は中古市場では正しく理解されず、あるいは疑われ、中古で築年

数が長い住宅に住む人が少ない。この原因の一つとして、住宅本来の質の良さが消費者に

伝わらず十分に理解されていないという情報の非対称性があると考えられる。 

次に②の需給バランスに関しても、情報不足の影響があると考えられる。住宅の質に関

しての正しい情報が不足しているがゆえに消費者は新築住宅を志向し、高品質な中古住宅

が市場に残ってしまう。その消費者の嗜好に合わせて、建築業者は新築住宅を多く建設し、

不動産業者は中古より新築の販売に力を入れる。その結果として、市場には作りすぎた新

築住宅と利用されずに残る中古住宅が多く存在することとなり。需給バランスが取れてい

ないのである。 

最後に③の単身高齢者世帯の増加の問題に関して、現在、所有者が死亡した後に相続登

記が行われず、所有者不明となる空き家が多くなっている。相続人による登記簿の名簿変

更は義務化されていないため、死亡者名義のまま登記簿の情報が長時間放置され、所有者

不明となってしまう。各自治体がその情報を把握できていないため、空き家の活用や解体

が進まない。 

 そこで、検査の義務化と情報化を推進すべきである。現在、既存の住宅情報そのものが

十分ではなく、国や地方自治体、不動産業者による情報の管理も不十分であると言える。

したがって、住宅情報収集のために住宅検査を義務化すべきであると提案する。その検査

は、現在 5 年ごとに行われている『住宅・土地統計調査』と同時に実施するのが望ましい

だろう。次に、収集されたデータを IT 化し管理する必要があると考えた。国土交通省の
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平成 28 年度『土地白書』によると、日本の不動産業界は IT 化が進んでいない業界の一つ

と言われている。しかし、上述の住宅検査の義務化に伴い、今まで以上に多い情報が、各

自治体を始めとした国のデータベースに収集されると予測される。同時に、情報公開によ

って情報の非対称性を解消するために情報公開をする場合、正しい情報の管理が必要とな

る。これらの理由より、住宅関連のデータを紙からインターネット上に移し替えるべきで

ある。さらに、住宅情報は長期にわたって保存される必要がある。よって、データの長期

保存が失われず、高セキュリティーでの保持が可能なように住宅情報のブロックチェーン

化をし、データを保持・管理するべきである。 

以上で述べた通り、国土交通省に対して、住宅に関しての情報化推進と住宅情報検査の

義務化を提言する。以下の項では、情報化の推進・住宅検査の義務化を前提として、各分

析結果をもとにさらなる政策提言を行う。 

 

第 2項 長期優良住宅登録制度の推進 
 前述した通り、分析 2 では①昭和 55 以前の建築住宅が空き家率を上昇させないことが

明らかになった。つまり、住宅の平均寿命を超えた古い長い家にも住宅としての価値はあ

り、人々はそのまま住み続けることができると言える。このことから、築年数が長くても

質が保持され長く人が居住できる住宅を作ることで、結果として中古住宅市場全体への抵

抗感を軽減できると考えた。そこで、長持ちする住宅を普及させる、長期優良住宅登録制

度をさらに推進するべきだと国道交通省に提言する。 

現在、長期優良住宅登録制度に登録されている住宅数は約 80 万戸で、総住宅数のうち

約 1.2%と少ないため、今後拡大していく必要がある。長期優良住宅登録制度の登録数が少

ない原因は 3 つ挙げられる。維持するために定期検査があること、申請に時間がかかるこ

と、申請に費用がかかることである。長期優良住宅の申請には多くの主体が関わっている

ため、提出書類も複数あり、申請には多くの時間と費用がかかる。これらの問題は住宅の

情報化の推進と住宅検査の義務化をすることによって軽減できると考えられる。まず、長

期優良住宅登録制度を維持するために定期検査が必要だが、全住宅の定期検査が義務化さ

れた場合、他の住宅と同様に検査が実施されるため、特別な検査は必要なくなる。次に申

請にかかる時間について、住宅情報が IT 化されることによって、申請時間が短縮される

と予想される。最後の申請時にかかる費用は、IT 化によって申請が簡略化されると予測さ

れるため、申請受付から認定までの作業が減り、長期的には手数料を低下させることが可

能だと予測される。さらに IT 化することによって申請者の負担も低下できると予想され

る。例えば、申請手続きに関係する団体すべてを一つのウェブサイト上に集約すれば、ほ

とんどの作業がそのウェブサイト内で完結できる上に、申請手順が明確となり、申請に対

する負担を軽減できるだろう。 

長期優良住宅登録制度がさらに普及することによって、第 1 に、家が本来の消費可能で

ある年数分、消費されるようになる。これにより、住宅としての価値を残したまま空き家

になる住宅が減少する。第 2 に「質の良い日本の住宅には長く住める」というイメージが

消費者に定着し、品質面で中古住宅に抵抗を示す消費者が少なくなる。以上より、長期優

良住宅登録制度をさらに推進していくべきであると考える。具体的な推進方法は、地方自

治体に新築住宅のうち長期優良住宅である目標割合を設けさせる。この数値実現のために、

各自治体は民間の建設業者と協力し、長期優良住宅の登録数を増やすと考えられる。長期
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優良住宅登録割合を年々増すことができれば、民間での認知度が上昇し、長期優良住宅も

一般的になると予測できる。さらに、国土交通省が都道府県に市区町村の管理を依頼する

ことで、より統率の取れた政策になるだろう。結果として、空き家率は改善していくと考

えられる。 

 

第 3項 新築の規制と木造空き家の解体推進 
前述した通り、分析 2 では②総世帯数を総住宅数で割った、一住宅あたりの世帯割合が

高い地域では、木造空き家率が低下することがわかった。住宅の需給バランスをとり、木

造空き家率を低下させるには、新しく建てられる住宅を減らす方法と既存の住宅を減らす

2 つの方法がある。これらの方法を実施するには、各住宅の状況の把握が重要となってく

る。そこで、住宅の検査の義務化とその住宅情報の IT 化を進めることによって、多量な

情報を扱えるようにする。コストを抑えながらも、適切な新築着工数や、解体すべき空き

家の情報が分かるため、需給バランス不均衡の改善に繋がると考えられる。 

次に、具体的な新規住宅を減らす方法について述べる。新しく建てられる住宅を減らす

には、新築住宅の規制をすることが有効だと考える。上記より、住宅調査を行うことによ

って住宅市場の全体像が把握できるため、需要量に見合った適切な新築住宅の供給量を予

測できる。しかし、新築を規制するには大きな障害がある。それは建築業や不動産業、原

材料を担う工場などへの影響である。これらの障害により、売上が減額してしまうことが

懸念されるが、中古住宅を長持ちさせるための需要が高まることも考えられる。それは、

中古住宅を長持ちさせ、綺麗な状態を維持するためのリフォームやリノベーションの需要

である。よって、いずれの 3 主体とも、リフォームやリノベーションが発展することによ

って、売上が減少する可能性は低いと考えられる。 

次に、既存住宅を減らす方法について「その他住宅」空き家の中で特に周辺地域に悪影

響を与えているものや、所有者不明なもの、管理者が対応に困っているものなどの、解体

を進めていくべきであることが現状分析と分析 1 より考えられる。実際、空き家を解体す

るための補助金制度などは各自治体が既に行っているが、制度の利用と解体は思い通りに

進んでいない。この理由として解体すべき住宅の明確かつ細かな判断基準が決められてい

ないことが挙げられる。適正な住宅数をもとに判断基準を設定することで、解体すべき空

き家数も予測できるだろう。特に、現在は解体すべき空き家数の予測をたてるモデルもな

いため、国土交通省がモデルを作り、地方自治体に配布することによって、自治体も正確

な運用ができるようになる。さらに、住宅検査を義務化することで、住宅の状態が正確に

把握でき、どの空き家を解体するべきなのか管理できるだろう。金森(2015)が適正住宅率

(余剰住宅率)を 7%と定義しているように、最適な住宅数を求めた上で規制するのが望まし

い。これによって、現在よりも効率的かつ正確に新築住宅規制及び空き家の解体ができる

ようになるだろう。 

 

第 4項 住宅の生前贈与の推進 
前述した通り、分析 2 では③単身高齢者世帯割合が高いと木造空き家率は増加すること

がわかった。現状分析より、空き家の発生要因の一つとして所有者不明による管理不能が

挙げられていた。平成 29 年の総世帯数における単身高齢者世帯数割合は 12.5％であり、

高齢化によって年々増加している。そこで、年齢制限を設けた生前贈与を推進し、また相
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続人による登記簿の名簿変更を義務化すべきであると考えられる。これによって、住宅の

所有者が不明になることを防げる。贈与先がいない場合も、生前贈与をする代わりに、自

分の死後、所有していた住宅の対応方法の希望を提出することによって、国や地方自治体

が対応に困ることはなくなる。年齢制限の一例として、単身世帯者の場合は高齢者と認識

される 65 歳、単身以外の場合は後期高齢者と認識される 75 歳が望ましいと考えられる。

上記の政策を導入するにあたり、やはり情報の徹底した管理が必要である。住宅情報の IT

化を進めることにより、データの管理や生前贈与の催促・確認なども簡易化できると考え

られる。 

 

第 3節 政策提言 2:ランドバンクの推進 
第 1項 政策提言 2 の概要 

分析 3 の空き家に関する条例の政策評価により、現在施行されている空き家条例は空き

家率に有意な影響を与えないことが分かった。空き家条例が有効でなかった理由として、

条例そのものの強制力の弱さと、業務を担う地方自治体の職員が知識不足によって適切に

管理・対処できないといったことが挙げられる。そこで、既存の空き家条例より法的拘束

力や強制力を持った条例を制定し、それを実行する主体として現在アメリカで施行されて

いるランドバンクの推進を国土交通省に提言する。 

ランドバンクとはアメリカの空き家、所有者不明住宅、差し押さえ住宅の獲得から管理、

保持、再生を担っている公的団体である。アメリカではこのランドバンク政策によって、

問題となっていた空き家の解体や空き家を市場に戻すことに成功している。例えば、世界

初のランドバンクである Genesee county land bank は 2004 年以来 15,000 件の物件を取

得し、4,946 件もの未使用物件を解体した。さらに同団体はミシガン州のフリントにおい

て、42%の空き家率を 18 ヶ月で 5%改善する見通しを発表している。このように、ランドバ

ンクが成功している背景にはランドバンクに法的強制力があることが挙げられる。ランド

バンクが差し押さえ物件や空き家物件を取得できるように法整備がなされている州もあり、

その法整備が活動の後押しをしている。以上を踏まえて、日本でもランドバンクの導入推

進と、その活動を行うための法整備、さらに強制力を持った空き家条例を制定することで、

空き家対策として十分なものになると考えられる。 

  

第 2項 ランドバンクの推進過程 
上記ランドバンクの特徴として、単体での活動より、NPO や地域団体などと共同して活

動することが多いことが挙げられる。日本でも現在かけがわランドバンクやつるおかラン

ドバンクなどが存在するが、全国的には普及していない。その原因として、ランドバンク

の知名度の低さと日本の法律が整備されていないことが挙げられる。 

日本は 2017 年よりランドバンク導入を進めており、ランドバンクを導入した地方自治

体が増加しているため、今後はランドバンクの知名度は上昇すると考えられる。しかし、

ランドバンクに関する法整備の課題は根本的な問題である。アメリカでは、ランドバンク

の権利が法律において保障されており、空き家や差し押さえ住宅の取得が容易となってい

る。それに対し、現在の日本では、法律の不在によりランドバンクは空き家などの住宅を

取得することが困難となっている。そのため、ランドバンク推進にあたり法律の改正は必
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要不可欠であると考える。 

しかし、ランドバンクの推進のためには、法整備に加えて、ランドバンクの団体形成、

資金調達や各団体との連携を円滑に行う必要がある。そのため、日本でのランドバンクに

向けた法改正は、初めはランドバンク設置予定地域を設定し、その地域内で限定的に施行

し、徐々に全国に対象地域を拡大していくべきである。次に、ランドバンクの団体形成は、

有識者による補助をもらい、初めは地方公務員を中心に行い、徐々に専門的な職業として

人員を確保して行くべきである。続いて、ランドバンクの資金調達は、初めは主に国家財

政が賄うが、徐々にアメリカと同様に、一般人や基金による寄付金と地方財政によって行

うべきである。最後に、各団体との連携では、解体やリフォームを担う解体・建築業者、

情報・資金源となる地方自治体、適切な対応をとるための相談相手としての有識者、資

金・労働源となる基金やボランティア団体などが主体となるだろう。 

ランドバンク推進にあたり、不動産事業など民間団体への影響が懸念される。これはラ

ンドバンクが公的団体であるからこそ、国や政府の後ろ盾があり、民間団体と競合した場

合、ランドバンクが有利な立場になってしまう可能性を懸念しているためである。しかし、

これは 2 つの点から発生しないと予測できる。まず 1 点目として、ランドバンクは多くの

民間の団体、NPO や法人と協力関係を築いて作業することが多い。それにより、ランドバ

ンクが民間の仕事を奪うということはなくなる。2 点目として、ランドバンクは空き家や

差し押さえ住宅など通常民間企業は容易に取り扱えない住宅を対象としており、さらにそ

うした問題のある住宅を市場に戻す活動をしているため、むしろ市場を活発化させている

と考えることができる。以上の理由より、ランドバンクが民間団体へ負の影響を与えない

と考えられる。以上から、法整備などの課題はあるものの、日本でもすでに実現している

団体があるため実現可能性が高く、すでに導入されているアメリカでは大きな効果が見ら

れているということから、空き家対策を実行する主体として、ランドバンクを推進するべ

きだと国土交通省に提言する。 

 

第 3節 政策提言まとめ 
本稿では住宅の情報化推進・住宅検査の義務化とランドバンク推進という 2 つの政策提

言を行った。住宅の情報化推進と住宅検査の義務化によって、長期優良住宅登録制度の推

進が可能になり、住宅の需給バランスを把握し調整できる。加えて、所有者不明となり対

応できない空き家の発生を未然に防ぐことができる。また、ランドバンク制度は、既存の

空き家に関する条例と比べ、効果的な政策であると言える。 

さらにこれら 2 つの政策を同時に行うことにより、ランドバンクが提言 1 で述べた空き

家対策を行う主体となり得るため、従来の政策と比較して実現可能性が高まり、政策の効

果も期待できると考える。同様に、ランドバンクの推進にあたり、住宅の情報化・住宅検

査の義務化が、その実現可能性を高めると考える。このように、以上 2 つの政策を同時に

行うことで、徹底した住宅市場の管理と空き家の対策が可能となる。従って、本稿では空

き家問題の解決と安定した住宅市場を目指すために、国土交通省に対し以上 2 つの政策提

言を行う。 
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おわりに  

本稿では、現状の空き家問題に対し有効な政策提言を行うため、「戸建て木造空き家が

地価に与える影響」「戸建て木造空き家の要因分析」「空き家条例の政策評価」の 3 つの

計量分析を行った。しかし、これらの分析にはそれぞれ課題が挙げられる。分析 1 では先

行研究をもとにモデルの選択を行ったが、推定結果を見てもわかるように、地価関数の推

定に関する空間計量分析では最適なモデルがはっきりとしておらず、モデル選択もロバス

トラグランジュ検定により導くべきであった。分析 2 では単純な線形モデルにより要因分

析を試みたが、結果は仮説と異なるものとなった。本来は空き家の要因分析では理論に基

づいた適切なモデル構築を行い、頑健性の高い分析を行うべきであった。分析 3 では 2 カ

年パネルデータを用いたため、政策評価を行う対象年が狭くなってしまった。対象年を広

げ、政策評価をより長期的な視点で行うべきであった。以上を分析の課題とし、今後の分

析に役立てたい。 
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